
新旧対照表 

改正後 改正前 

（火災に関する警報） 

第３条  法第 22条第３項の規定による

火災に関する警報に関し、火災の予

防上危険であると認める気象の状況

は、条例第 29条の８の規定に基づき

火災に関する注意報が発令され、か

つ、次のいずれかに該当する場合と

する。 

（火災に関する警報） 

第３条  法第 22条第３項の規定による

火災に関する警報に関し、火災の予

防上危険であると認める気象の状況

は、次に掲げる場合に該当するもの

とする。 

(1) 平均風速20メートル以上となつ

た場合 

(1) 風速 15メートル以上となつた場

 合  

(2) 実効湿度55パーセント以下とな

つた場合 

(2) 実効湿度 45パーセント以下に低

下した場合 

(3) 火災発生の危険性が大であると

認められる場合 

(3) 風速８メートル以上となり、実

効 湿 度 6 0パ ー セ ン ト 以 下 に 低 下

し、火災発生の危険率が大である

と認められる場合 

（標識等の様式） 

第 1 1条  条 例 第 ７ 条 の ３ 第 １ 項 第 ５

号、第 12条第１項第７号（同条第３

項、条例第 12条の２第２項、第 13条

第２項及び第３項、第 13条の２第１

項及び第３項並びに第 14条第２項及

び第４項の規定において準用する場

合を含む。）、第 18条第３号、第 24

条第２項及び第３項第２号、第 31条

の３第２項第１号（条例第 34条第３

（標識等の様式） 

第 1 1条  条 例 第 ７ 条 の ２ 第 １ 項 第 ５

号、第 12条第１項第７号（同条第３

項、条例第 12条の２第２項、第 13条

第２項及び第３項、第 13条の２第１

項及び第３項並びに第 14条第２項及

び第４項の規定において準用する場

合を含む。）、第 18条第３号、第 24

条第２項及び第３項第２号、第 31条

の３第２項第１号（条例第 34条第３



項の規定において準用する場合を含

む。）、第 33条の２第３項及び第４

項、第 34条の２第２項第１号、第 41

条第２項第６号、第 48条第４号（条

例第 50条の規定において準用する場

合を含む。）、第 50条の３第２項並

びに第 50条の 10第２項第２号の規定

により設ける標識等の様式は、別表

に定めるとおりとする。  

項の規定において準用する場合を含

む。）、第 33条の２第３項及び第４

項、第 34条の２第２項第１号、第 41

条第２項第６号、第 48条第４号（条

例第 50条の規定において準用する場

合を含む。）、第 50条の３第２項並

びに第 50条の 10第２項第２号の規定

により設ける標識等の様式は、別表

に定めるとおりとする。  

（申請書等の様式等） 

第 12条  条例及びこの規則による申請

書、届出書等の様式は、次に定める

ところによる。 

（申請書等の様式等） 

第 12条  条例及びこの規則による申請

書、届出書等の様式は、次に定める

ところによる。 

(1)～ (9) ［略］  (1)～ (9) ［略］  

(10) 炉・厨房設備・温風暖房機・ボ

イラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・

簡易サウナ設備・一般サウナ設備・

ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ず

る設備・放電加工機設置届出書  条

例第 53条第１号から第 11号まで関

係 様式第10号  

(10) 炉・厨房設備・温風暖房機・ボ

イラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・

ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ず

る設備・放電加工機設置届出書  条

例第 53条第１号から第７号まで及

び第９号から 第 11号まで関係  様

式第10号  

(11) 削除  (1 1 )  サ ウ ナ 設 備 設 置 届 出 書  条 例

第53条第８号関係 様式第11号  

(12)～ (33の 8) ［略］  (12)～ (33の 8) ［略］  

(3 4 )  届 出 済 の 印  次 条 第 ２ 項 関 係

 様式第35号  

( 3 4 )  届 出 済 の 印  次 条 第 ２ 項 関 係

 様式第34号及び様式第35号  

(35) ［略］  (35) ［略］  

２、３ ［略］ ２、３ ［略］ 



（届出書等の提出部数及び届出済み

等の印） 

（届出書等の提出部数及び届出済み

等の印） 

第 13条  前条第１項第２号の申請書及

び同項第 21号の届出書は、正副各１

通提出するものとする。  

第 13条  前条第１項第２号の申請書並

びに同項第 20号の３、第 21号及び第

2 7号の届出書は、正副各１通提出す

るものとする。 

２  消防署長は、前項の届出書による

届出があつたときは、当該届出書の

副本に届出済の印を押して届出者に

交付するものとする。 

２  消防長又は消防署長は、前項の届

出書による届出があつたときは、当

該届出書の副本に届出済の印を押し

て届出者に交付するものとする。  

３  ［略］ ３  ［略］  

（届出書等の添付書類）  （届出書等の添付書類）  

第 14条  ［略］ 第 14条  ［略］ 

２  ［略］ ２  ［略］  

 ３  第１項各号及び前項各号に掲げる

図書は、届出先となる消防長又は消

防署長が認めた場合に限り、当該図

書に係る電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によつて

は認識することができない方式で作

られる記録であつて、電子計算機に

よる情報処理の用に供されるものを

いう。）を電磁的記録媒体（電磁的

記録に係る記録媒体をいう。）に複

写したものによつて提出することが

できる。 

３、４ ［略］ ４、５ ［略］ 

別表（第11条関係） 別表（第11条関係） 



根拠

条文 

標識等の種

類 

標識等 寸

法 

色  

幅  

c

m 

長

さ 

c

m 

地  文

字 

条 例

第 ７

条 の

３ 第

１ 項

第 ５

号 

［略］ ［略］  ［

略

］ 

［

略

］ 

［

略

］ 

［

略

］ 

［略］  ［

略

］ 

［

略

］ 

［略］ ［略］  ［略］ ［

略

］ 

［

略

］ 

［

略

］ 

［

略

］ 
 

根拠

条文 

標識等の種

類 

標識等 寸

法 

色  

幅  

c

m 

長

さ 

c

m 

地  文

字 

条 例

第 ７

条 の

２ 第

１ 項

第 ５

号 

［略］ ［略］ ［

略

］ 

［

略

］ 

［

略

］ 

［

略

］ 

［略］ ［

略

］ 

［

略

］ 

［略］ ［略］  ［略］ ［

略

］ 

［

略

］ 

［

略

］ 

［

略

］ 
 



改正後 改正前 

様式第３号（その４） 

 

様式第３号（その４） 

 



様式第10号（表） 

 

様式第10号（表） 

 



様式第10号（裏） 

 

様式第10号（裏） 

 



様式第11号  削除  様式第11号  

 



様式第27号を次のように改める。 

 



 



様式第34号  削除  様式第34号  

 

 


